
（様式５） 最終更新日：令和 7 年 10 月 8 日

日本ラグビーフットボール協会 スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞遵守状況の自己説明

評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

※当協会の自己説明の証憑となる書類のうち、公開可能なものについては、次のページにて公開している。https://www.rugby-japan.jp/
審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

（1）中⾧期基本計画を策定している。

（2）中⾧期基本計画を公表している。

（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意

見を募っている。

（1）中⾧期基本計画

（2）中⾧期基本計画を決定した理事会の議事

録

（1）競技力向上、普及、マーケティング、ガバナンスなど、重要な業

務分野ごとに、より詳細な計画を策定し公表することが望まれる。

（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定

期的に把握・分析し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれ

る。

（3）中⾧期基本計画の内容として、例えば以下のような要素を含むこ

とが考えられる。

①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）

②現状分析

③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば10年後、20年後など）

④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）

⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）

⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）
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［原則1］組織

運営等に関す

る基本計画を

策定し公表す

べきである

（1）組織運営に関する中

⾧期基本計画を策定し公表

すること

【証憑書類（1）として】

「ジャパンラグビー中期戦略計画

2025-2028」

「11.組織規程」

【証憑書類（2）として】

「2024年度第13回理事会議事録」

（2025年3月10日開催）

【審査基準（1）について】

組織運営に関する中⾧期基本計画として、日本ラグビーが将来に向けて目指す方向性を示した

⾧期計画（JAPAN RUGBY 2050）と2025年度から2028年度までの4ヶ年の中期戦略をまとめた

「ジャパンラグビー中期戦略計画2025-2028」を策定している。

【補足（3）について】

①組織として目指すところとして、JAPAN RUGBY 2050として、Mission/ラグビーが世界一身

近にある国へ、Vision/世界のラグビーをリードし、スポーツを越えた社会変革の主体者とな

る、Target/再びワールドカップを日本に招致し、世界一になる、を宣言している。②現状分

析として、前中期計画のレビューと重点領域における主な成果を挙げ、今後に向けた課題など

についてまとめている。③達成目標は、JAPAN RUGBY 2050のTargetとして、再びワールド

カップを日本に招致し、世界一になることを掲げている。また、中期戦略計画2025-2028の4ヶ

年の取り組みとして、成⾧サイクルを規定し、達成目標として10項目の重要業績達成指標

（KGI）を掲げている。④戦略課題については、成⾧サイクルを強化、エンゲージメント、普

及育成、女子ラグビー、組織基盤、財務基盤、価値基盤と7つのPillarに分解し、それぞれに重

要業績評価指標（KPI）を掲げている。⑤実行計画については、7つのPillarごとに、推進責任

者と推進組織を定め、具体的なアクションアイテムを策定している。⑥プロセスについては、

四半期ごとにモニタリングを行うと共に、進捗状況については年度ごとにアニュアルレポート

で報告している。さらに最終的な目標達成を確実なものとするため、2026年度末には中期戦略

計画自体のローリングを行う予定である。

【審査基準（2）について】

同計画については、ホームページにおいて公表している。これに加えて、役職員向けには理解

を深めて頂くべく、説明会や直接対話の機会を設けている。全国都道府県理事⾧会議でも説明

機会を設けた。傘下チームのスタッフ・選手の皆様、自治体や協賛社などステークホルダーの

皆様にも広く理解頂けるよう、中期戦略計画に関する説明動画を作成し、ホームページで公表

し、周知・浸透に努めている。参考URL：https://www.rugby-

japan.jp/lp/document/viewer.html?src=JapanRugby_Mid-TermStrategicPlan2025-2028

【審査基準（3）について】

同計画の策定に際しては、2023年11月、事業遂行責任者による前中期戦略計画のレビューを行

い、その後、2024年4～6月には業務執行理事を含む役職員によるワークショップを5回開催、

その後も事業遂行責任者会、部門⾧会議など各種会議体での議論を通し役職員から幅広く意見

を募った上で取りまとめ、最終的に2025年3月開催の理事会で承認された。

（1）人材の採用及び育成に関する計画を策定してい

る。

（2）組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関

する計画を公表している。

（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意

見を募っている。

（1）人材の採用及び育成に関する計画

（2）人材の採用及び育成に関する計画を決定

した理事会の議事録

（1）ガバナンス及びコンプライアンスに係る知見を有する人材の採用

が望まれる。

（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定

期的に把握・分析し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれ

る。

（3）中⾧期基本計画の内容として、例えば以下のような要素を含むこ

とが考えられる。

①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）

②現状分析

③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば10年後、20年後など）

④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）

⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）

⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）2

［原則1］組織

運営等に関す

る基本計画を

策定し公表す

べきである

（2）組織運営の強化に関

する人材の採用及び育成に

関する計画を策定し公表す

ること

【証憑書類（1）として】

「3.JRFU人材戦略」

「11.組織規程」

「ジャパンラグビー中期戦略計画

2025-2028」

【証憑書類（2）として】

「4.2022年度第2回理事会議事録」

（2022年5月18日開催）

【審査基準（1）について】

組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画として「JRFU人材戦略」を策定して

いる。

【補足（3）について】

①組織として目指すところとして、「世界一を目指せる人材が集まり、動き、称え合い、成⾧

できる仕組みと環境を作る」を宣言している。②現状分析として、これまで実施して来た組織

改編が当初の意図通りに機能していない点を挙げている。③達成目標として、新人事制度につ

いて、整備（短期）、定着（中期）、発展（⾧期）とそれぞれに具体的に目指すべき姿を定め

ている。④戦略課題については、処遇に関わる仕組みの整備・透明性向上、エンゲージメント

の向上、人材育成の基盤整備に分けて、それに紐づく具体的な計画を策定している。⑤実行計

画については、中期戦略計画2025-2028の中で、各年度ごとにタイムラインを定めている。⑥

プロセスについては、中期実行タイムラインの中で、PDCAサイクルを設定して、検証を行いな

がら取り組むこととしている。これに加えて、戦略計画としての進捗については、リスク・ガ

バナンス室が定期的に管理することを組織規程において定めている。（別表 業務分掌表Ⅱ）

また、「中期戦略計画2025-2028」の発行を受けて「JRFU人材戦略」については、内容及びタ

イムラインの更新に関わる作業を行っている。

【審査基準（2）について】

「JRFU人材戦略」については、ホームページで公表している。参考URL：https://rugby-

 japan.s3.ap-northeast 1.amazonaws.com/file/html/155365_62d15de269a71.pdf

【審査基準（3）について】

同戦略の策定に際しては、理事会、各委員会、事業遂行部門の各段階において、役職員から幅

広く意見を募った上で取りまとめ、最終的に2022年5月開催の理事会で承認された。
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評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

（1）財務の健全性確保に関する計画を策定している。

（2）財務の健全性確保に関する計画を公表している。

（3）計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意

見を募っている。

（1）財務の健全性確保に関する計画

（2）財務の健全性確保に関する計画を決定し

た理事会の議事録

（1）会計年度ごとの詳細な計画を策定することが望まれる。

（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定

期的に把握・分析し、目標等の修正、方策の改善を行うことが望まれ

る。

（3）財務の健全性確保に関する計画の内容として、例えば以下のよう

な要素を含むことが考えられる。

①組織として目指すところ（ミッション、ビジョン、戦略等）

②現状分析

③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば10年後、20年後など）

④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋める上での課題）

⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクションプラン）

⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサイクル）

（4）財務の健全性とは、財源の多様性の確保等、自己財源の充実を意

味する。

3

［原則1］組織

運営等に関す

る基本計画を

策定し公表す

べきである

（3）財務の健全性確保に

関する計画を策定し公表す

ること

【証憑書類（1）として】

「ジャパンラグビー中期戦略計画

2025-2028」

「11.組織規程」

【証憑書類（2）として】

「2024年度第13回理事会議事録」

（2025年3月10日開催）

【審査基準（1）について】

財務の健全性確保に関する計画として、「ジャパンラグビー中期戦略計画2025-2028」（エン

ゲージメント、財務基盤）を策定している。

【補足（3）について】

①組織として目指すものとして、将来の投資に向けて、持続的かつ安定的な財務基盤を構築す

ることを掲げている。②現状分析として、収益力と強化費用のアンバランスが顕在化している

ことを掲げている。③達成目標は、中期戦略計画2025-2028の中のエンゲージメント及び財務

基盤において、重要目標達成指標（KGI）及び重要業績評価指標（KPI）を策定している。具体

的には、2028年度末までに一般正味財産残高20億円を達成することとしている。④戦略課題に

ついては、収益拡大策の展開と収支管理及び財務管理に関わる強化策の実施を挙げている。⑤

実行計画として、ラグビーファンの拡大とジャパンラグビーマーケティングとの協業によるラ

グビーファンのエンゲージ強化に取り組むこととしている。⑥プロセスについては、戦略計画

進捗管理の一環として、リスク・ガバナンス室が定期的に実施することを組織規程において定

めている。（別表 業務分掌表Ⅱ）

【審査基準（2）について】

財務計画については、中期戦略計画2025-2028における7つのPillar（領域）のうち、エンゲー

ジメント及び財務基盤として策定し、ホームページで公表している。参考URL：

https://rugby-japan.s3.ap-northeast-

1.amazonaws.com/file/html/201588_686c7d5d17cc7.pdf

【審査基準（3）について】

同計画の策定に際しては、理事会、各委員会、事業遂行部門の各段階において、役職員から幅

広く意見を募った上で取りまとめている。

（1）外部理事の目標割合を設定するとともに、その達

成に向けた具体的な方策を講じている。

（2）女性理事の目標割合を設定するとともに、その達

成に向けた具体的な方策を講じている。

（1）役員名簿

※理事全体に占める外部理事の割合と女性理事

の割合を明示してください。

※外部理事として分類している理事について

は、その根拠を説明してください。

※役員名簿には「関係役職名」を記載してくだ

さい。

（1）女性理事について、外部理事についてのみ女性を任用するのでは

なく、外部理事以外の理事についても女性を任用することが望まれ

る。

（2）業務執行理事についても女性を任用することが望まれる。

（3）理事の選任に当たっては、障害者の任用及び年齢構成、競技・種

別等のバランスについても考慮することが望まれる。

【追加】（4）外部理事を含む理事の任用に当たっては，各NF におい

て，理事に期待される知識・経験・能力の観点及び各理事の選任の観

点を，ウェブサイト等で公表することが望まれる。

（5）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、NF運営に

必要となる知見を高める機会を設けることなどにより、将来のNF運営

の担い手となり得る人材を計画的に育成している。4

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

(1) 組織の役員及び評議員

の構成等における多様性の

確保を図ること

①外部理事の目標割合

（25%以上）及び女性理事

の目標割合（40%以上）を

設定するとともに、その達

成に向けた具体的な方策を

講じること

【証憑書類（1）として】

「6.役員名簿」

その関連資料として

「7.役員等の選任に関する規程」

「8.役員等候補者の選考に関する規

程」

「9.役員等候補者の選考に関するガイ

ドライン」

【審査基準（1）について】

役員の構成については、「役員等候補者の選考に関する規程」において、ラグビーフットボー

ル、ラグビーフットボール以外のスポーツ、経営全般、法律、会計、財務、国際情勢等の分野

における具体的な専門性を明確にすると共に、これらの専門性に偏りが生じないように定めて

いる。（第8条）なお、2024年6月及び2025年6月の役員改選を経て、全理事22名（改選前25

名）中、外部理事は9名/40.9％（同11名/44％）となっている。「役員等候補者の選考に関す

るガイドライン」において、外部理事の目標割合は25%以上と定めると共に、この目標に向け

て、目標割合を達成するまでの間、改選時には、改選前の外部理事の員数を上回る外部理事候

補者を選考することとしているが、現時点において目標は達成している。（第2）

【審査基準（2）について】

2024年6月及び2025年6月の役員改選を経て、全理事22名（改選前25名）中、女性理事は8名

/36.3％（同10名/40％）となっている。「役員等候補者の選考に関するガイドライン」におい

て、女性理事の目標割合は40%以上と定めると共に、この目標に向けて、目標割合を達成する

までの間、改選時には、改選前の女性理事の員数を上回る女性理事候補者を選考することとし

ている。（第2）

【補足（4）について】

理事に期待される知識・経験・能力の観点及び各理事の選任の観点について、次回改選時から

はウェブサイト等で公表できるよう、その際の内容・形式等について今後検討を進めることと

する。（2026年6月予定）

（1）外部評議員の目標割合を設定するとともに、その

達成に向けた具体的な方策を講じている。

（2）女性評議員の目標割合を設定するとともに、その

達成に向けた具体的な方策を講じている。

（1）評議員名簿

※評議員全体に占める外部評議員の割合と女性

評議員の割合を明示してください。

※外部評議員として分類している評議員につい

ては、その根拠を説明してください。

※役員名簿には「関係役職名」を記載してくだ

さい。

（1）評議員の選任に当たっては、障害者の任用及び年齢構成、競技・

種別等のバランスについても考慮することが望まれる。
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［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

(1) 組織の役員及び評議員

の構成等における多様性の

確保を図ること

②評議員会を置くNFにお

いては、外部評議員及び女

性評議員の目標割合を設定

するとともに、その達成に

向けた具体的方策を講じる

こと

【証憑書類（1）として】

「10.評議員名簿」

その関連資料として

「7.役員等の選任に関する規程」

「8.役員等候補者の選考に関する規

程」

「9.役員等候補者の選考に関するガイ

ドライン」

【審査基準（1）について】

評議員の構成については、「役員等候補者の選考に関する規程」において、ラグビーフット

ボール、ラグビーフットボール以外のスポーツ、経営全般、法律、会計、財務、国際情勢等の

分野における具体的な専門性を明確にすると共に、これらの専門性に偏りが生じないように定

めている。（第11条）なお、2025年6月の評議員改選により、全評議員20名（改選前22名）

中、外部評議員は11名/55％（同11名/46％）となっている。「役員等候補者の選考に関するガ

イドライン」において、外部評議員の目標割合は25%以上と定めると共に、この目標に向け

て、目標割合を達成するまでの間、改選時には、改選前の外部評議員の員数を上回る外部評議

員候補者を選考することとしているが、現時点において目標は達成している。（第3）

【審査基準（2）について】

2025年6月の評議員改選により、全評議員20名（改選前22名）中、女性評議員は8名/40％（同

7名/29％）となっている。「役員等候補者の選考に関するガイドライン」において、女性評議

員の目標割合は40%以上と定めると共に、この目標に向けて、目標割合を達成するまでの間、

改選時には、改選前の女性評議員の員数を上回る女性評議員候補者を選考することとしている

が、現時点において目標は達成している。（第4）

2



評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

7

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

（2）理事会を適正な規模

とし、実効性の確保を図る

こと

【審査基準（1）について】

「定款」において、理事は12名以上26名以内、監事は2名以内と規定しており、現在は理事22

名、監事2名と適正な規模であると考えている。（第19条）なお、2022年の改選時に役員等候

補者選考委員会からの答申において「迅速な意思決定のため、⾧期的には理事人数を減らして

ゆくべき」との意見を受けたことから、2024年6月の改選に際して、改選前から理事の人数を3

名減らしている。又、理事会としての役割・責務を果たすため、知識・経験・能力を備えた理

事をバランス良く配置するため、役員等候補者選考に際しての方針として「役員等候補者の選

考に関するガイドライン」を整備している。（第4）理事会は、通常8月を除き毎月1回、定期

開催している。又、急を要する場合には臨時理事会を開催している他、理事会だけでは十分な

議論時間が確保できないと思われる重要事案については、理事会に先立って説明会を開く等し

て対応している。2024年度は理事会を14回（定期理事会11回、臨時理事会3回）開催してお

り、理事・監事の出席率は総じて90%を超えており、十分な実効性も保たれている。

【証憑書類（1）として】

「6.役員名簿」

その関連資料として

「16.定款」

「9.役員等候補者の選考に関するガイ

ドライン」

（1）理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図って

いる。

（1）役員名簿 （1）理事会は、その役割・責務を果たすために知識・経験・能力を備

えた理事をバランスよく配置しているか、意思決定の迅速化、議論の

質向上、監督機能の強化等に資するかという観点のもと、理事会を適

正な規模で構成することが望まれる。

8

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

（3）役員等の新陳代謝を

図る仕組みを設けること

①理事の就任時の年齢に制

限を設けること

【審査基準（1）について】

「役員等候補者の選考に関する規程」 において、理事については就任時満70歳未満、監事につ

いては満72歳未満であることを定めている。（第8条(2)）

【補足（2）について】

理事の年齢制限に関しては、内部理事・外部理事とも同様としている。

【証憑書類（1）として】

「8.役員等候補者の選考に関する規

程」

（1）理事の就任時の年齢に制限を設けている。 （1）役員選任に関する規程等 （1）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、将来のNF

運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していくことが強く期待

される。

【追加】（2）外部理事について、他の理事とは異なる年齢制限を設け

る又は年齢制限の対象外とすることも考えられる。

（1）アスリート委員会が設置され、少なくとも年1回

以上、定期的に開催している。

（2）アスリート委員会の構成について、性別や競技・

種目等のバランスに留意するとともに、委員会で取り

扱う事項等を踏まえて適切な人選が行われている。

（3）アスリート委員会の意見を組織運営に反映させる

ための具体的な方策を講じている。

（1）アスリート委員会に関する規程

（2）アスリート委員会の委員名簿

（3）過去4年分のアスリート委員会の議事録

（1）アスリート委員会における議論を組織運営に反映させるために、

アスリート委員会から理事会等に対する答申、報告等を行う仕組みを

設けることや、アスリート委員会の委員⾧を理事として選任すること

が望まれる。

6

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

（1）組織の役員及び評議

員の構成等における多様性

の確保を図ること

③アスリート委員会を設置

し、その意見を組織運営に

反映させるための具体的な

方策を講じること

【証憑書類（1）として】

「11.組織規程」

「12.アスリート委員会規程」

その関連資料として

「13.アスリート委員会（事業方針・重

点課題）」

【証憑書類（2）として】

「14.アスリート委員会名簿」

【証憑書類（3）として】

「15.アスリート委員会議事録」

【審査基準（1）について】

アスリート委員会は専門委員会に位置付けており、活動内容については、理事会への報告義務

を要している。2025年度は、アスリート委員会を2回開催する。（9月に1回目を開催済み、年

度内に2回目を開催する予定）

【審査基準（2）について】

委員の人選に際しては、委員会で取り扱う事項等を踏まえ、性別や競技種目に加えて、選手・

指導者・スタッフ等のバランスを考慮し、15人制男子の元日本代表選手3名（現在は大学監督

と社会人チームスタッフ並びに現役日本代表選手1名）、7人制男子・7人制女子・15人制女子

それぞれの現役選手もしくは元選手4名、代表強化部門職員（U20日本代表チームディレク

ター）1名および事務局1名で構成している。2025年度から現役日本代表選手2名を新たに人選

した。

【審査基準（3）について】

2025年度は、主に選手の環境と価値を守る等について話し合いを行う。アスリート委員会とし

ての意見等は、委員である代表強化部門職員を通して、メディカル委員会や安全対策委員会と

も共有している他、アスリート委員会に出席している専務理事から理事会へ報告すること等に

より、アスリート委員会の意見を組織運営に反映させている。コミュニティーレベルにおける

「タックルの高さ」（2025年9月1日より試験的実施ルールとして採用）についての議論も行

い、前述の代表強化部門職員を通してプロジェクトチームへ提言していく。また、各カテゴ

リー代表ヘッドコーチ選考に関するヒアリングにも協力した。さらに、JOCアスリートフォー

ラム等の他の組織へのディスカッションの場に4名程度の委員が参加することにより、日本の

スポーツ界が抱える各種課題の解決策やオリンピアン講話等から様々な 知見を得ることによ

り、参加オリンピアン及び NFアスリート委員会の今後の活動を活性化させることにつなげ

た。2025年度は、大学、リーグワン、代表チーム、女子等の各カテゴリーに対しアンケートや

インタビュー等を行い、セカンドキャリアを始めとするアスリートが抱える現状の問題点を抽

出し、アスリート委員会においてディスカッションをするとともに、前述の代表強化部門職員

と連携・連絡し、理事会等に提言していくスキームについて構築していく。

（1）理事が原則として10年を超えて在任することのな

いよう、再任回数の上限を設けている。

【変更】（2）最⾧期間に達した者については，再び選

任されるまでに必要な経過期間（少なくとも任期２期

分）を合わせて定めている。

【例外措置】

理事の在任期間が10年に達する場合であっても，以下

のア）又はイ）のいずれかに該当すると認められる場

合，当該理事が10年を超えて在任（1期又は2期）する

ことが考えられる。

 ア） 当該理事がIFの役員である場合

 イ） 当該理事の実績等に鑑み、特に重要な国際競技

大会に向けた競技力向上を始めとする中⾧期基本計画

等に定める目標を実現する上で、当該理事が新たに又

は継続して代表理事又は業務執行理事を務めることが

（1）役員選任に関する規程等

※理事の再任回数及び在任年数を明示してくだ

さい。

【例外措置が適用される場合に提出】

（2）役員名簿（理事の任期と在任年数を記載

してください。）

（3）理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝

を図るための計画及び組織として合意形成を

行ったことを証明する会議議事録等

（4）役員候補者選考委員会等において実績等

を適切に評価していることを証明する会議議事

録等

【小規模団体配慮措置が適用される場合に提

出】

（1）理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、将来のNF

運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していくことが強く期待

される。

【変更】（2）例えば、8年間理事を務めた後に理事を退任した場合、

再任に当たっては必ずしも任期2期分を空けることを求めるものではな

いが、そのように再任した場合、理事の新陳代謝を図る趣旨を踏まえ

ると、最初の就任から通算して10年を超えて在任することは想定され

ない。

（激変緩和措置を削除）

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

（3）役員等の新陳代謝を

図る仕組みを設けること

②理事が原則として10年を

超えて在任することがない

よう再任回数の上限を設け

ること

【証憑書類（1）として】

「8.役員等候補者の選考に関する規

程」

「9.役員等候補者の選考に関するガイ

ドライン」

その関連資料として

「6.役員名簿」

「17.理事候補者選考依頼に対する答

申」

【激変緩和措置（又は例外措置）が適

用される場合に提出】

【審査基準（1）について】

役員等の新陳代謝を適切に図る仕組みとして、「役員等候補者の選考に関する規程」を整備し

ており、理事について、原則として10年を超えて在任（5期以上理事として在任）することが

ないよう、再任回数の上限を定めている。（第8条(3)）

【審査基準（2）について】

役員等の新陳代謝を適切に図る仕組みとして、「役員等候補者の選考に関する規程」を整備し

ており、理事について、過去に連続して5期以上理事として在任したことのある者にあって

は、理事を退任してから４年以上経過していることを定めている。（第8条(3)）

【例外措置について】

「役員等候補者の選考に関する規程」において、理事監事候補者選考委員会は、その者の理事

としての実績等を客観的に評価して、日本ラグビーフットボール協会の組織運営及び業務執行

上、その者に新たに又は継続して代表理事又は業務執行理事を務めさせることが不可欠である

特別の事情があると認める時は、既に連続して5期以上理事として在任している者、又は過去

に連続して5期以上理事として在任したことのある者であって、理事を退任してから4年を経過

していない者を理事候補者とすることができる。この場合、理事監事候補者選考委員会は、そ

の者を理事候補者とする特別の事情を付して理事会に答申しなければならないと定めている。

3



評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
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項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に記入】

（例外措置の適用について）2024年6月の理事改選において、現職会⾧及び専務理事が上記規

程に定める最⾧期間に達していたが、役員等候補者選考委員会において、規程に基づき検討が

行われ「協会が現在直面している諸課題への対処、特にラグビーワールドカップの日本招致に

向けた重要な時期にある中、継続して代表理事を務めることが不可欠であるという特別の事情

があると認められる」との理由とともに候補者として推薦され、理事会での承認を受け、評議

員会に推薦され、7期目の再選が承認されている。

10

［原則2］適切

な組織運営を

確保するため

の役員等の体

制を整備すべ

きである

（4）独立した諮問委員会

として役員候補者選考委員

会を設置し、構成員に有識

者を配置すること

【審査基準（1）について】

「役員等候補者の選考に関する規程」において、役員等候補者選考委員会における役員候補者

等の決定が、理事会等の他の機関から独立して行われるよう、選考委員会構成員の外部性を徹

底している。（第2条）又、役員等候補者選考委員会構成員の多様性を確保するため、外部有

識者・女性を複数名配置している。又、委員は自らを役員候補者とする決議に参加することが

できないことを定めている。（第6条）2024年6月の理事改選に際しては「役員等候補者の選考

に関する規程」に沿って、外部有識者5名（外部理事1名、外部評議員1名を含む）、評議員1名

（外部評議員は含まず）、監事1名の7名（うち女性2名）から構成される委員を選任した。

【審査基準（2）について】

役員等候補者選考委員7名の内、外部有識者5名を配置している。

【審査基準（3）について】

役員候補者選考委員7名の内、現職の理事は2名であり、役員等候補者選考委員会の構成員の半

数以下となっている。

【証憑書類（1）として】

「8.役員等候補者の選考に関する規

程」

【証憑書類（2）として】

「18.役員候補者選考委員会名簿」

【証憑書類（3）として】

「19.役員候補者選考委員会議事録」

（1）役員候補者選考委員会における役員候補者等の決

定を、理事会等の他の機関から独立して行っている。

【追加】（2）役員候補者選考委員会の構成員に有識者

を配置している。

【追加】（3）役員候補者選考委員会の構成員の半数以

上を現職の理事（外部理事を含む。）が占めていな

い。

（1）役員候補者選考委員会に関する規程等

（2）役員候補者選定委員会名簿

※委員会名簿には「関係役職名」を記載してく

ださい。

（3）役員候補者選定委員会の議事録

（1）役員候補者選考委員会の構成員には、役員構成における多様性の

確保に留意して役員候補者を選考する観点から、有識者、女性委員を

複数名配置することが望まれる。

（2）公平性及び公正性の確保の観点から、当該役員候補者選考委員会

において、役員候補者の選考対象として想定される者については、構

成員としない又は当該委員は自らを役員候補者として決定する議決に

は参加しないこととするなどの配慮をすることが望まれる。
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［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（1）NF及びその役職員そ

の他構成員が適用対象とな

る法令を遵守するために必

要な規程を整備すること

【審査基準（1）について】

NF及びその役職員その他構成者が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程として、

「倫理及び処分規程」「個人情報保護に関する基本方針」「内部監査規程」「インテグリティ

相談窓口設置規程」「不正なプレー等に対する制裁に関する規程」「アンチ・ドーピング規

程」「危機管理規程」を整備している。

【証憑書類（1）として】

「倫理及び処分規程」

「個人情報保護に関する基本方針」

「内部監査規程」

「インテグリティ相談窓口設置規程」

「不正なプレー等に対する制裁に関す

る規程」

「アンチ・ドーピング規程」

「危機管理規程」

（1）NF及びその他役職員その他構成員が適用対象と

なる法令を遵守する旨を含む規程を整備している。

（1）審査基準に対応する証憑書類

は継続して代表理事又は業務執行理事を務めることが

不可欠である特別な事情があるとの評価 に基づき、理

事として選任された場合

【小規模団体配慮措置】

小規模団体に該当する団体は，理事の再任回数の制限

について直ちに実施することが困難であると判断する

場合，統括団体による2回目の適合性審査（令和6年度

～令和9年度を想定）に限っては，以下の2点について

適切な自己説明を行えば足りることとされる。

・理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝を図るため

の計画を策定し，組織として合意形成を行っているこ

と

・組織運営及び業務執行上，10年を超えて引き続き在

任することが特に必要である理事について，役員候補

者選考委員会等において実績等を適切に評価している

こと

＜小規模団体の範囲＞

以下2点を満たす団体もしくは①が0円の団体

①公的助成金合計額：4,000万円以下

②経常収益に占める公的助成金合計額の割合：50%以

上

※公的助成金…強化費、スポーツ振興くじ助成、ス

ポーツ振興基金助成

出】

（2）小規模団体に該当することが分かる書類

・公的助成合計額の平均（過去4年度分の平

均）

・経常収益における公的助成合計額の割合（過

去4年度分の平均）

※経常収益は決算額。

※公的助成合計額とは、「強化費」、「スポー

ツ振興くじ助成」、「スポーツ振興基金助成」

の交付決定額の合計を示す。

（3）役員名簿（理事の任期と在任年数を記載

してください。）

（4）理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝

を図るための計画及び組織として合意形成を

行ったことを証明する会議議事録等

（5）役員候補者選考委員会等において実績等

を適切に評価していることを証明する会議議事

録等

9

の者を理事候補者とする特別の事情を付して理事会に答申しなければならないと定めている。

（第8条2項）また、10年超の期間を定めていないが、その理由は以下の通り。①日本ラグビー

の世界における地位向上のため、日本からWorld Rugby（WR）のExecutive Committee（役

員）を輩出することを目指している。WRの役員となるためにはWRのCouncil Member（評議

員）として相当期間の貢献が必要となっており、WRの評議員を務めるためには当協会の理事

である必要がある。②一方、10年超在任のためには、独立性を持った理事監事候補者選考委員

会において、理事ごとに10年超在任の特別の事情があるかどうかについて慎重かつ厳しい判断

を必要とする。また、役員等候補者選考に際して「役員等候補者選考に関する規程」を遵守

し、かつスポーツ団体ガバナンスコードへの適合性を高めるための方針として「役員等候補者

の選考に関するガイドライン」を整備している。この中で、代表理事（会⾧、専務理事）につ

いては、当協会の中⾧期目標の達成や計画遂行、安定的な経営のため、2期4年以上の複数期に

亘り業務遂行することを念頭に、理事候補者を選考することも考えられ、その場合は、特別の

事情があると認めることもあり得るとの考えを示している。（2024年9月、ガイドライン改

正）
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評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

【審査基準（1）について】

法人の役員の報酬等に関する規程として、「常勤役員の報酬並びに役員及び評議員の費用に関

する規程」「役員国内出張旅費規程」「役員海外出張旅費規程」「役員慶弔金規程」「役員交

通費支給特別規程」「役員等の年会費に関する規程」「報酬委員会の設置及び運営に関する規

程」を整備している。又、法人の職員の報酬に関する規程として、「就業規則」「賃金規則」

「定年者再雇用規則」「退職金規則」「契約職員就業規則」「アルバイト職員就業規則」「慶

弔見舞金規則」「国内出張旅費規則」「海外出張旅費規則」「ジャパンラグビーリーグワンに

係るMC手当に関する規則」「フレックスタイム勤務規則」「在宅勤務規則」「通勤手当支給

規則」「転勤規則」「副業規則」を整備している。

【審査基準（1）について】

法人の運営に関して必要となる一般的な規程として、「総則」「評議員会運営規程」「理事会

運営規程」「役付理事の選任等に関する規程」「支部に関する規程」「組織規程」「役員等候

補者の選考に関する規程」「服務規程」「利益相反取引管理規程」「加盟団体規程」「支部役

員候補者の選考に関する規程」「名誉役員に関する規程」「アスリート委員会規程」「印章管

理規程」を整備している。

【審査基準（1）について】

法人の業務に関する規程として、「チーム登録等に関する規程」「選手の移籍に関する規程」

「育成費に関する規程」「代理人に関する規程」「商業広告への出演等に関する規程」「付随

的事業に関する規程」「日本代表選手に関する規程」「マッチオフィシャルに関する規程」

「ラグビー指導者に関する規程」「寄附金等取扱規程」「JRFUメンバーズクラブに関する規

程」「スクラム ジャパン・プログラムに関する規程」「賛助会員に関する規程」「謝金支給

規程」「日本代表出張旅費規程」「登録者見舞金規程」「JRFU表彰制度に関する規程」「手当

てに関する特別内規」「選手の服装に関する規程」「日本代表選手の選考に関する規程」

「リーグワンにおける代理人に関する規程」を整備している。

（2）その他組織運営に必

要な規程を整備すること

①法人の運営に関して必要

となる一般的な規程を整備

しているか

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

12

（2）その他組織運営に必

要な規程を整備すること

③法人の役職員の報酬等に

関する規程を整備している

か

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

14

13

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（2）その他組織運営に必

要な規程を整備すること

②法人の業務に関する規程

を整備しているか

（1）法人の運営に関して必要となる一般的な規程として、例えば以下

のような規程を整備することが考えられる。

＜例＞社員（会員）等の入退会に関する規程、会費等に関する規程、

社員総会等の運営に関する規程、理事会の運営に関する規程、監事に

関する規程、各種委員会の運営等に関する規程、業務分掌規程、職務

権限規程、経理規程、事務局運営規程、コンプライアンス規程等

（1）審査基準に対応する証憑書類（1）法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整

備している。

【証憑書類（1）として】

「総則」

「評議員会運営規程」

「理事会運営規程」

「役付理事の選任等に関する規程」

「支部に関する規程」

「組織規程」

「役員等候補者の選考に関する規程」

「服務規程」

「利益相反取引管理規程」

「加盟団体規程」

「支部役員候補者の選考に関する規

程」

「名誉役員に関する規程」

「アスリート委員会規程」

「印章管理規程」

（1）法人の役職員の報酬等に関する規程として、例えば以下のような

規程を整備することが考えられる。

＜例＞役員等の報酬に関する規程、役員等の退職手当に関する規程、

職員の給与に関する規程を含む就業規則、職員の退職手当に関する規

程等

（1）審査基準に対応する証憑書類（1）法人の役職員の報酬等に関する規程を整備してい

る。

【証憑書類（1）として】

「常勤役員の報酬並びに役員及び評議

員の費用に関する規程」

「役員国内出張旅費規程」

「役員海外出張旅費規程」

「役員慶弔金規程」

「役員交通費支給特別規程」

「役員等の年会費に関する規程」

「報酬委員会の設置及び運営に関する

規程」

「就業規則」

「賃金規則」

「定年者再雇用規則」

「退職金規則」

「契約職員就業規則」

「アルバイト職員就業規則」

（1）法人の業務に関する規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の業務に関する規程として、例えば以下のような規程を整備

することが考えられる。

＜例＞文書取扱規程、情報公開に関する規程、個人情報保護に関する

規程、公益通報者の保護に関する規程、稟議規程、リスク管理規程、

反社会的勢力対応規程、不祥事対応規程、苦情処理規程等

【証憑書類（1）として】

「チーム登録等に関する規程」

「選手の移籍に関する規程」

「育成費に関する規程」

「代理人に関する規程」

「商業広告への出演等に関する規程」

「付随的事業に関する規程」

「日本代表選手に関する規程」

「マッチオフィシャルに関する規程」

「ラグビー指導者に関する規程」

「寄附金等取扱規程」

「JRFUメンバーズクラブに関する規

程」

「スクラム ジャパン・プログラムに

関する規程」

「賛助会員に関する規程」

「謝金支給規程」

「日本代表出張旅費規程」

「登録者見舞金規程」

「JRFU表彰制度に関する規程」

「手当てに関する特別内規」

「選手の服装に関する規程」

「日本代表選手の選考に関する規程」

「リーグワンにおける代理人に関する

規程」

5



評価 要改善事項 コメント
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15

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（2）その他組織運営に必

要な規程を整備すること

④法人の財産に関する規程

を整備しているか

【審査基準（1）について】

法人の財産に関する規程として、「会計処理規程」「財産管理基準及び運用方針」

「RWC2019 レガシー実行特別委員会資金管理等規程」「ラグビー重症外傷への最先端医療推

進支援基金資金管理等規程」（2024年11月制定）を整備している。

【証憑書類（1）として】

「会計処理規程」

「財産管理基準及び運用方針」

「RWC2019 レガシー実行特別委員会

資金管理等規程」

「ラグビー重症外傷への最先端医療推

進支援基金資金管理等規程」

（1）法人の財産に関する規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）法人の財産に関する規程として、例えば以下のような規程を整備

することが考えられる。

＜例＞財産管理に関する規程、寄附の受入れに関する規程、基金の取

扱いに関する規程等

16

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（2）その他組織運営に必

要な規程を整備すること

⑤財政的基盤を整えるため

の規程を整備しているか

【審査基準（1）について】

財政的基盤を整えるための規程として、「収入管理及び経費支払に関するガイドライン」「委

員会予算執行基準」を整備している。

【証憑書類（1）として】

「収入管理及び経費支払に関するガイ

ドライン」

「委員会予算執行基準」

（1）財政的基盤を整えるための規程を整備している。 （1）審査基準に対応する証憑書類 （1）財政的基盤を整えるための規程として、例えば以下のような規程

を整備することが考えられる。

＜例＞スポンサーシップ、試合の放映、商品化等の付随的事業を実施

するためのNFの権利に関する規程、表彰の規程等

18

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（4）審判員の公平かつ合

理的な選考に関する規程を

整備すること

【審査基準（1）について】

審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程として、「マッチオフィシャルに関する規程」と

「マッチオフィシャルのアポイントメントに関するガイドライン」を整備している。 まず、

「マッチオフィシャルに関する規程」において、審判資格は日本協会ハイパフォーマンス部門

審判グループの推薦に基づき、理事会が審査することとしており、合理的な認定が行われてい

る。又、具体的なマッチオフィシャルの決定については、「マッチオフィシャルのアポイント

メントに関するガイドライン」を整備しており、原則として、試合の主催者が決めることや所

属チームや出身校等のマッチオフィシャルは行わない等を定めることで、公平性を担保してい

る。又、ジャパンラグビーリーグワンを担当するパネルレフリーは、国内トップのマッチオ

フィシャルが担当するため、第三者も交えた選考会議を経て選出され、理事会での承認が行わ

れる。

【証憑書類（1）として】

「38.マッチオフィシャルに関する規

程」

「39.マッチオフィシャルのアポイント

メントに関するガイドライン」

（1）審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整

備している。

（1）審判員の選考に関する規程

（1）代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程を

整備している。

（2）選手の権利保護に関する規程を整備している。

（3）選手選考に関する規程（選考基準及び選考過程）

の作成者の選定を公平かつ合理的な過程で実施してい

る。

（1）選手選考に関する規程

（2）選手の権利保護に関する規程

（1）選手選考に関して、選考基準及び選考過程をできる限り明確かつ

具体化することが望まれる。

（2）選考から漏れた選手や指導者からの要望等に応じて、事後に選考

理由を開示することが望まれる。

（3）競技・種目ごとに選手選考に関する規程を整備することが望まれ

る。

（4）その他選手の権利保護に関する規程として、例えば選手登録や

チーム移籍、肖像権等を扱う規程等が考えられる。

【証憑書類（1）として】

「37.日本代表選手の選考に関する規

程」

【証憑書類（2）として】

「12.アスリート委員会規程」

「31.選手の移籍に関する規程」

「33.代理人に関する規程」

「34.商業広告の出演等に関する規程」

「36.日本代表選手に関する規程」

「リーグワンにおける代理人に関する

規程」

【審査基準（1）について】

代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程として「日本代表選手の選考に関する規程」を

整備している。各カテゴリー代表選手の選考に際しては、同規程に規定している通り、公平か

つ合理的に選考を行うため、ヘッドコーチの評価に加え、コーチングスタッフの推薦を以て、

合意形成を図り、ヘッドコーチが最終決定を行う体制としている。

【審査基準（2）について】

選手の権利保護に関する規程として、「アスリート委員会規程」「選手の移籍に関する規程」

「代理人に関する規程」「商業広告の出演等に関する規程」「日本代表選手に関する規程」

「リーグワンにおける代理人に関する規程」を整備している。

【審査基準（3）について】

「日本代表選手の選考に関する規程」の作成に際しては、その作成過程そのものを公平かつ合

理的に遂行するため、ガバナンスコード担当者、事業遂行責任者（ラグビー担当）、同（総務

担当）、代表強化部門⾧、ハイパフォーマンス部門⾧等が合議を重ねながら取りまとめ、最終

的に理事会の承認を以て発効としている。

（3）代表選手の公平かつ

合理的な選考に関する規程

その他選手の権利保護に関

する規程を整備すること

［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

17

「アルバイト職員就業規則」

「慶弔見舞金規則」

「国内出張旅費規則」

「海外出張旅費規則」

「ジャパンラグビーリーグワンに係る

MC手当に関する規則」

「フレックスタイム勤務規則」

「在宅勤務規則」

「通勤手当支給規則」

「転勤規則」

「副業規則」

6
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［原則3］組織

運営等に必要

な規程を整備

すべきである

（5）相談内容に応じて適

切な弁護士への相談ルート

を確保するなど、専門家に

日常的に相談や問い合わせ

をできる体制を確保するこ

と

【審査基準（1）について】

理事、監事、ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会、規律委員会に弁護士を配置し、相

談内容に応じた適切な相談ルートを確保している。所管外の事項については、顧問弁護士と連

携して、日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保している。

【審査基準（2について】

潜在的な問題を把握し、調査の必要性の有無を判断するため、最高事業統括責任者（CEO）直

轄の組織として、リスク・ガバナンス室を設置、同室には法的知識を有する職員を配置してい

る。

【証憑書類（1）として】

「6.役員名簿」

「67.ガバナンス委員会名簿」

「68.コンプライアンス委員会名簿」

「69.規律委員会名簿」

「70.法律顧問契約書・業務委託契約

書」

（1）規程の整備や法人運営に関する日常的な相談につ

いて、相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルート

を確保するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせ

をできる体制を確保している。

（2）役職員は、潜在的な問題を把握し、調査の必要性

の有無等を判断できる程度の法的知識を有している。

（1）審査基準に対応する証憑書類

20

［原則4］コン

プライアンス

委員会を設置

すべきである

（1）コンプライアンス委

員会を設置し運営すること

【審査基準（1）について】

2020年7月に設置したコンプライアンス委員会は専門委員会に位置づけており、活動内容につ

いては、理事会への報告義務を有している。2024年度は委員会を4回開催した。2025年度は8

月末までに2回委員会を開催している。

【審査基準（2）について】

コンプライアンス委員会の役割や権限事項については「組織規程」（別表 業務分掌Ⅲ）に定

めている。同委員会の中で、コンプライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその推進、実

施状況の点検、リスクの把握等を組織的、継続的に実践している。

【審査基準（3）について】

2025年度は、委員⾧1名を含む17名の委員のうち、女性委員を2名配置している。

【証憑書類（1）として】

「11.組織規程」

【証憑書類（2）として】

「68.コンプライアンス委員会名簿」

【証憑書類（3）として】

「71.コンプライアンス委員会議事録」

（1）コンプライアンス委員会が設置され、少なくとも

年1回以上、定期的に開催している。

（2）コンプライアンス委員会がその機能を十分に発揮

できるよう、その役割や権限事項を明確に定め、コン

プライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその推

進、実施状況の点検、リスクの把握等を組織的、継続

的に実践している。

（3）コンプライアンス委員会の構成員に、少なくとも

１名以上は女性委員を配置している。

（1）コンプライアンス委員会に関する規程等

（2）委員名簿

（3）過去4年分のコンプライアンス委員会の議

事録

（1）コンプライアンス委員会の運営内容について、理事会に報告さ

れ、その監督を受けるとともに、コンプライアンス委員会からも、理

事会等の意思決定機関に対して定期的に助言や提言を行うことができ

る仕組みを設けることが望まれる。
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［原則4］コン

プライアンス

委員会を設置

すべきである

（2）コンプライアンス委

員会の構成員に弁護士、公

認会計士、学識経験者等の

有識者を配置すること

【審査基準（1）について】

コンプライアンス委員会の構成員には、弁護士（3名）、公認会計士（1名）、元NF役員及び

行政官経験者等の学識経験者（2名）を配置している。

【証憑書類（1）として】

「68.コンプライアンス委員会名簿」

（1）コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認

会計士、学識経験者等の有識者を配置し、構成員に少

なくとも1名以上は弁護士を配置している。

（1）委員名簿 （1）コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経

験者等の有識者を配置することが望まれる。

（2）外部理事のうち、専門的な知見を有する者（弁護士、会計士、学

識経験者等）を業務担当理事として、コンプライアンス委員会の構成

員に加えることが望まれる。

（1）役職員向けのコンプライアンス教育を、少なくと

も年に1回以上実施している。

（1）直近に実施した役職員向けのコンプライ

アンス教育に関する研修会資料、開催要項等

（実施計画を削除）

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代

別の関係競技団体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等

に対しても、コンプライアンス教育を展開することが望まれる。

（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普

及啓発のためのパンフレット等を作成することが望まれる。

（3）役職員向けのコンプライアンス教育の内容として、例えば以下の

ような内容が考えられる。

①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財

団法人法」という。）や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律（以下「公益法人認定法」という。）等、NFに適用される関

係法令及びガバナンスコードについて

②NFがその組織運営のために整備している各種規程（原則3参照）や

統括団体が定める加盟要件等に係る規程について

③不適切な経理処理を始めとする不正行為の防止について

④代表選手選考の適切な実施について

⑤大会運営、強化活動等における選手等の安全確保の徹底について
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［原則5］コン

プライアンス

強化のための

教育を実施す

べきである

（1）NF役職員向けのコン

プライアンス教育を実施す

ること

【証憑書類（1）として】

「73.JRFUにおける理事の義務と役

割」（NF役員向けインテグリティ研修

資料）

「74.インテグリティ追求とコンプライ

アンス遵守」（NF職員向けインテグリ

ティ研修資料）

その関連資料として

「75.インテグリティ追求に向けて

（JRFU機関誌）」

【審査基準（1）について】

当協会では、World Rugby（WR）が定める5つのコアバリュー（品位・情熱・結束・規律・尊

重）にならい、コンプライアンスについては、インテグリティ（品位）追求の一環として取り

組んでいる。2024年度は、職員を対象にハラスメント研修を2日間にわたって開催した。（約

130名が受講）この他、ハラスメントに防止に向けては、相談窓口の再周知、ハラスメント防

止規則の整備等に取り組んだ。2025年度も引き続き、ハラスメントサーベイを行う等して、実

態把握と各種施策の効果測定を行う予定である。役員向けコンプライアンス教育として、2025

年度に理事を対象にコンプライアンス研修を実施する予定である。

【補足（2）について】

競技特性や競技環境を踏まえた上で、NFとしてのコンプライアンス体制との連携、コンプライ

アンスへの理解を深めて頂くため、ガバナンスハンドブックを作成している。これに加え、年

4回発行している機関誌において、専門家（弁護士）によるインテグリティ追求に関するコラ

ムを毎号掲載している。

（1）NFが主催する全国大会等及び国際大会等に参加

する選手及び指導者に対して、コンプライアンス教育

を少なくとも年に1回以上実施している。

（1）直近に実施した選手及び役職員向けのコ

ンプライアンス教育に関する研修会資料、開催

要項等

（実施計画を削除）

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代

別の関係競技団体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等

に対しても、コンプライアンス教育を展開することが望まれる。

（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普

及啓発のためのパンフレット等を作成することが望まれる。

（3）選手及び指導者向けのコンプライアンス教育の内容として、例え

ば以下のような内容が考えられる。

①不正行為の防止について（ドーピング、八百⾧行為等）

②人種、障害、信条、性別、性的指向及び性自認、社会的身分等に基

づく差別の禁止について

③暴力行為、セクハラ、パワハラについて

【追加】④スポーツ事故防止及び事故発生時に関する安全管理につい

て

⑤その他の違法行為について（20歳未満の飲酒・喫煙、違法賭博、交

通違反）

⑥SNSの適切な利用を含む交友関係（反社会勢力との交際問題を含
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［原則5］コン

プライアンス

強化のための

教育を実施す

べきである

（2）選手及び指導者向け

のコンプライアンス教育を

実施すること

【証憑書類（1）として】

「76.ソーシャルメディアの利用につい

て、メディア対応について」（代表選

手及び指導者向けインテグリティ研修

資料）

「77.インテグリティへの取り組みにつ

いてのお願い」（安全・インテグリ

ティ推進講習会資料）

「78.アンチ・ドーピング研修資料」

【審査基準（1）について】

当協会では、World Rugby（WR）が定める5つのコアバリュー（品位・情熱・結束・規律・尊

重）にならい、コンプライアンスについては、インテグリティ（品位）追求の一環として取り

組んでいる。2025年3月から「2025インテグリティ推進講習会」を展開し、チーム管理者（義

務研修）、指導者、選手等を対象に、コンプライアンス全般に関する教育を行っている。受講

後には所属チームのコンプライアンス状況に関するアンケートを実施し、結果についてはホー

ムページで公表する予定である。又、2025年度の新たな取り組みとして、日本代表5カテゴ

リー向けに、国際大会前の合宿の機会等を利用したインテグリティ研修（対面式）を各チーム

の状況に応じた内容で開催している。

この他、2025年6月に発生した大学ラグビー部の薬物事案を踏まえ、全ての大学ラグビー部を

対象に、通達を発信し（2025年6月）取り組み強化を依頼、その際の取り組みの一つとして、

コンプライアンスに関するアンケート調査を行い、集計結果を通達として共有・公開した。

（7月）アンチ・ドーピング研修は、日本代表5カテゴリー、リーグワン全チーム、太陽生命

ウィメンズセブンズシリーズ参加チーム、大学トップチーム（30チーム）を対象に実施してい

る。（主には対面形式としたが、一部はオンラインやEラーニングを併用した）又、スポーツ

庁「オンラインカジノを含む違法賭博に関する注意喚起について」を通達として支部協会、都

7
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［原則5］コン

プライアンス

強化のための

教育を実施す

べきである

（3）審判員向けのコンプ

ライアンス教育を実施する

こと

【審査基準（1）について】

当協会では、World Rugby（WR）が定める5つのコアバリュー（品位・情熱・結束・規律・尊

重）にならい、コンプライアンスについては、インテグリティ（品位）追求の一環として取り

組んでいる。2025年度は、「2025インテグリティ推進講習会」の動画コンテンツを活用する

等、レフリーを対象とした教育活動を実施する予定である。

【補足（2）について】

競技特性や競技環境を踏まえた上で、NFとしてのコンプライアンス体制との連携、コンプライ

アンスへの理解を深めて頂くため、ガバナンスハンドブックを作成している。これに加え、年

4回発行している機関誌において、専門家（弁護士）によるインテグリティ追求に関するコラ

ムを毎号掲載している。

【証憑書類（1）として】

「79.インテグリティ・コンプライアン

スへの取り組みのお願い」（審判員向

けインテグリティ研修資料）

（1）NFが主催する全国大会等及び国際大会等に参加

する審判員に対して、少なくとも年に1回以上のコンプ

ライアンス教育を実施している。

（1）直近に実施した審判員向けのコンプライ

アンス教育に関する研修会資料、開催要項等

（実施計画を削除）

（1）都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生連盟や年代

別の関係競技団体等の役職員、登録チームや登録選手、登録指導者等

に対しても、コンプライアンス教育を展開することが望まれる。

（2）対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普

及啓発のためのパンフレット等を作成することが望まれる。
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［原則6］法

務、会計等の

体制を構築す

べきである

（1）法律、税務、会計等

の専門家のサポートを日常

的に受けることができる体

制を構築すること

【審査基準（1）について】

業務において顧問弁護士からのサポートを日常的に受けることができる体制を構築している

が、組織運営上サポートが必要となると想定される場面や内容を事前に洗い出すため、最高事

業統括責任者（CEO）直轄のリスク・ガバナンス室を設置し、毎週開催される部門⾧会議等で

情報共有を図っている。その適否については内部監査室が定期的に検証を行っている。

【審査基準（2）について】

法律については、顧問弁護士と契約している他、理事、監事、ガバナンス委員会、コンプライ

アンス委員会、規律委員会に弁護士を配置し、専門家のサポートを日常的に受けることができ

る体制を構築している。税務、会計等については、顧問税理士・監査法人と契約している他、

監事、監査委員会に税理士、公認会計士を配置しており、専門家のサポートを日常的に受ける

ことができる体制を構築している。

【証憑書類（1）として】

「11.組織規程」

その関連資料として

「6.役員名簿」

「67.ガバナナンス委員会名簿」

「68.コンプライアンス委員会名簿」

「69.規律委員会名簿」

「80.監査委員会名簿」

（1）組織運営において専門家のサポートが必要となる

と想定される場面や内容を事前に洗い出した上で、定

期的にその適否について検証を行っている。

（2）法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的

に受けることができる体制を構築している。

（1）専門家のサポート体制に関する資料（組

織図等）

（1）計算書類や組織運営規程等の各種書面の作成作業の補助や有効

性・妥当性のチェックに際して、外部の専門家を積極的に活用するこ

とが望まれる。

（2）専門家の選定に当たっては、スポーツに関する業界動向や適用の

ある法律・税制・会計基準の改正等に通じた専門家の人選を行うこと

が望まれる。
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［原則6］法

務、会計等の

体制を構築す

べきである

（2）財務・経理の処理を

適切に行い、公正な会計原

則を遵守すること

【審査基準（1）について】

経費使用及び財産管理に関する規程として、会計処理規程、財産管理基準及び運用方針を整備

し、公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立している。

【審査基準（2）について】

適用を受ける各種法人法（一般社団・財団法人法、会社法等）、公益法人認定法に基づき、監

事を2名（1名は公認会計士・税理士、1名は企業経営者）配置している。両名とも高い専門知

識と豊富かつ多様な経験を有していることから、当協会の監事を務める上で、極めて高い適性

があると考えている。

【審査基準（3）について】

会計監査及び適法性監査に加え、具体的な業務運営の妥当性に関する監査を積極的に行うた

め、内部監査室による監査、監事による監査、外部監査法人による監査の三様監査体制を整備

し、組織の適正性に係る監査報告書を作成している。

【証憑書類（1）として】

「81.監事名簿」

その関連資料として

「16.定款」

「61.会計処理規程」

「62.財産管理基準及び運用方針」

「82.監査報告書」

「29.内部監査規程」

（1）経費使用及び財産管理に関する規程等を整備する

ことなどにより、公正な会計原則を遵守するための業

務サイクルを確立している。

（2）各種法人法（一般社団・財団法人法、特定非営利

活動促進法、会社法等）、公益法人認定法等のうち適

用を受ける法律に基づき適性のある監事等を設置して

いる。

（3）各事業年度の計算書類等の会計監査及び適法性監

査に加え、具体的な業務運営の妥当性に関する監査も

可能な限り積極的に実施し、組織の適正性に係る監査

報告書を作成している。

（1）監事名簿

※監事の所属先、専門的能力（資格等）、業務

経験等を明示し、監事の適性があると考える理

由を説明してください。

（1）監事等の職務を補助すべき職員を置くことが望まれる。

（2）監事等が理事等の経営陣から独立して各種専門家に相談できる体

制を構築することが望まれる。

（3）理事等の役職員と監事との間における日常的な情報共有・連携体

制の構築に重点的に取り組むことが望まれる。

27

［原則6］法

務、会計等の

体制を構築す

べきである

（3）国庫補助金等の利用

に関し、適正な使用のため

に求められる法令、ガイド

ライン等を遵守すること

【審査基準（1）について】

国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドラインを遵守するた

め、例えば、スポーツ振興くじ助成金であれば、日本スポーツ振興センターが定める「助成金

交付要綱」や「助成金実施要領」等、関係先が定める規程類に適合した「会計処理規程」「倫

理及び処分規程」「収入管理及び経費支払いに関するガイドライン」を定めている。その上

で、監事及び外部監査法人による監査を受けると共に、期中においても適切な処理を行ってい

るかどうか、内部監査室による監査を行っている。又、「倫理及び処分規程」の中で、補助金

等の処理に関する不正を禁じており、違反した場合には懲戒処分の対象としている。

【証憑書類（1）として】

「61.会計処理規程」

「21.倫理及び処分規程」

「83.独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンタースポーツ振興くじ助成金交付要

綱」

「84.独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンタースポーツ振興くじ助成金実施要

領」

「29.内部監査規程」

「63.収入管理及び経費支払いに関する

ガイドライン」

「各種補助金交付決定通知書」

（1）国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために

求められる法令、ガイドライン等を遵守している。

【変更】（1）審査基準に対応する証憑書類

（各種補助金の交付決定通知書等）

（1）資金源の確保、支出財源の特定、予算の執行、事業計画の策定及

び遂行等の各種手続を適切に実施することが望まれる。

（2）法令・ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務

プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運

用規程を定め、適確に運用されることが望まれる。

⑥SNSの適切な利用を含む交友関係（反社会勢力との交際問題を含

む。）、社会常識について

庁「オンラインカジノを含む違法賭博に関する注意喚起について」を通達として支部協会、都

道府県協会、登録チーム、協会職員に展開した。（8月）

【補足（2）について】

競技特性や競技環境を踏まえた上で、NFとしてのコンプライアンス体制との連携、コンプライ

アンスへの理解を深めて頂くため、ガバナンスハンドブックを作成している。これに加え、年

4回発行している機関誌において、専門家（弁護士）によるインテグリティ追求に関するコラ

ムを毎号掲載している。

8



評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

28

［原則7］適切

な情報開示を

行うべきであ

る。

（1）財務情報等につい

て、法令に基づく開示を行

うこと

【審査基準（1）について】

財務情報等として、法令に基づき、2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日、又は2025年3

月31日時点）における貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳書、財務諸

表に対する注記、附属明細書、財産目録と2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）におけ

る収支予算をホームページで開示している。参考URL：https://www.rugby-

japan.jp/jrfu/business

【証憑書類（1）として】

「85.貸借対照表」

「86.正味財産増減計算書」

「87.正味財産増減計算書内訳書」

「88.財務諸表に対する注記」

「89.附属明細書」

「90.財産目録」

「91.収支予算」

（1）財務情報等について、法令に基づく開示を行って

いる。

（1）予算・決算書類等 （1）公益法人認定法に基づき、公益法人が事務所に備え置き、何人も

閲覧等を請求できるとされている書類（具体的には，事業計画書，収

支予算書，資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（公益法人

認定法第21条第1項，同法施行規則第27条・様式第4号，同規則第37

条），財産目録，役員等名簿，理事，監事及び評議員に対する報酬等

の支給の基準を記載した書類，キャッシュ・フロー計算書，運営組織

及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なも

のを記載した書類，社員名簿，計算書類等（各事業年度に係る計算書

類（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告並びにこれらの附属明

細書（監事の監査を要する場合又は会計監査人の監査を要する場合に

は，監査報告又は会計監査報告を含む。）並びに滞納処分に係る国税

及び地方税の納税証明書）について、主体的に開示することが望まれ

る。

（2）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。

29

［原則7］適切

な情報開示を

行うべきであ

る

（2）法令に基づく開示以

外の情報開示も主体的に行

うこと

① 選手選考基準を含む選

手選考に関する情報を開示

すること

【審査基準（1）について】

代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程として「日本代表選手の選考に関する規程」を

整備している。各カテゴリー代表選手の選考に際しては、同規程に規定している通り、公平か

つ合理的に選考を行うため、ヘッドコーチの評価に加え、コーチングスタッフの推薦を以て、

合意形成を図り、ヘッドコーチが最終決定を行う体制としている。選考結果やそれに至った経

緯・理由等については、ヘッドコーチもしくはスタッフから、個々の選手に直接伝える等の対

応を行っている。なお、「日本代表選手の選考に関する規程」と代表選手の選考結果はホーム

ページで開示している。参考URL：https://www.rugby-japan.jp/jrfu/policy_rule

【証憑書類（1）として】

「37.日本代表選手の選考に関する規

程」

その関連資料として

「92.代表選手に関するニュース」

（1）選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示

している。

（1）選手選考に関する規程 （1）選手選考については、規程を整備し、ウェブサイト等で開示する

だけでなく、説明会等を実施し、ステークホルダー等に積極的に周知

することが望まれる。

（2）選手や指導者に対しては、選手選考基準に関する説明会等を実施

し、より積極的に周知することや、選手選考基準に修正又は変更が

あった場合には、直ちにステークホルダーに対して周知することが望

まれる。

（3）選考から漏れた選手や指導者からの要望等に応じて、選考理由に

ついても開示することが望まれる。

（4）監督の選考基準や選考理由等についても開示することが望まれ

る。

（5）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。

30

［原則7］適切

な情報開示を

行うべきであ

る

（2）法令に基づく開示以

外の情報開示も主体的に行

うこと

② ガバナンスコードの遵

守状況に関する情報等を開

示すること

【審査基準（1）について】

ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等として、2024年度の自己説明（2024年10月9日

付）に関する資料をホームページで開示している。2025年度については、2025年10月31日ま

でにホームページで開示する予定である。

【補足（1）について】

「利益相反取引管理規程」「倫理及び処分規程」に沿って実施した処分事例についても、ホー

ムページで開示している。参考URL：https://www.rugby-japan.jp/jrfu/business（2025年度

分）

【証憑書類（1）として】

「93.自己説明（様式5）」

「94.2024年度処分公表」

（1）ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開

示している。

【変更】（1）直近に開示した遵守状況に関す

る証憑書類

（1）原則8に定める利益相反ポリシー、原則10に定める懲罰制度に関

する規程及び処分結果等（プライバシー情報等は除く）を開示するこ

とが望まれる。

（2）NFのウェブサイト等において情報を開示することが望まれる。

（1）重要な契約（金額の多寡、関係者への影響の大小

等から判断する。）については、客観性・透明性につ

き、特に慎重な検証を行っている。

（2）利益相反ポリシーに基づいた規程があり、利益相

反を適切に管理している。

（1）利益相反取引に関する規程 （1）定款や利益相反に関する規程において、理事の利益相反取引を原

則として禁止する条項、利益相反取引を実施する場合の議決方法に関

する条項、利益相反に該当するおそれがある場合の申告及び承認後の

報告に関する条項等の必要な規定を設けることが望まれる。

（2）NFの機関において利益相反取引を承認する場合には、その取引

についての重要な事実の開示、取引の公正性を示す証憑の有無、内

容、議論の経過、承認の理由・合理性等につき、会議体の議事録に詳

細に記載し、意思決定の透明性を確保することが望まれる。

（3）利益相反取引に該当するおそれのある取引については、実務上の

不都合がない場合は、入札方式等､公正な方法により契約することが望

まれる。

（4）随意契約による場合においても、相見積りの取得等､公正な契約

であることを証明できる資料を残すことが望まれる。

（5）「利益相反ポリシー」と「利益相反ポリシーに基づいた規程」

は、別個に作成するのではなく、統合した1つの規程を整備する場合も

考えられる。

31

［原則8］利益

相反を適切に

管理すべきで

ある

（1）役職員、選手、指導

者等の関連当事者とNFと

の間に生じ得る利益相反を

適切に管理すること

【証憑書類（1）として】

「20.服務規程」

「23.利益相反取引管理規程」

その関連資料として

「95.利益相反ポリシー」

「96.利益相反事例の解説」

【審査基準（1）について】

重要な契約については、特に慎重な検証を行う必要があることから「利益相反取引管理規程」

において、対象となる取り引き対象（第3条）と承認者（第4条）、承認に際しての考慮要素

（第6条）を定めている。さらに重要と思われる契約については、専務理事と会⾧が指名した

理事若干名によって構成される会議体に諮問できる仕組みを整備している。（第7条）

【審査基準（2）について】

役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理するため

「服務規程」「利益相反取引管理規程」「利益相反ポリシー」「利益相反取引の解説」を整備

している。

9



評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類
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32

［原則8］利益

相反を適切に

管理すべきで

ある

（2）利益相反ポリシーを

作成すること

【審査基準（1）について】

役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理するため

「服務規程」「利益相反取引管理規程」「利益相反ポリシー」「利益相反取引の解説」を整備

している。「利益相反ポリシー」においては、競技運営上の利益相反と組織運営上の利益相反

を区別して議論を進めている。「利益相反取引管理規程」及び「利益相反取引の解説」の中

で、どういった取引が利益相反取引に該当するのか、どういった価値判断に基づいて利益相反

取引の妥当性を検討すべきかについて、現実に生じ得る具体例を示している。利益相反取引該

当性を定めるに当たっては、理事が所属する他の企業・団体、理事の近親者等の形式的な基準

に加えて、理事が懇意とする取引先等、当該NFにおいて想定される「利益相反的関係」を有す

る者（関連当事者）についても、実情に照らし適切に該当範囲に含めている。

【証憑書類（1）として】

「95.利益相反ポリシー」

その関連資料として

「20.服務規程」

「23.利益相反取引管理規程」

「96.利益相反事例の解説」

（1）利益相反ポリシーを作成している。 （1）利益相反ポリシー （1）利益相反ポリシーの作成に当たっては、どういった取引が利益相

反関係に該当するのか（利益相反取引該当性）、どういった価値判断

に基づいて利益相反取引の妥当性を検討すべきか（利益相反の承認に

おける判断基準）について、当該団体の実情を踏まえ、現実に生じ得

る具体的な例を想定して、可能な限り分かりやすい基準を策定するこ

とが望まれる。

（2）利益相反取引該当性を定めるに当たっては、理事が所属する他の

企業・団体、理事の近親者等の形式的な基準に加えて、理事が懇意と

する取引先等、当該NFにおいて想定される「利益相反的関係」を有す

る者（関連当事者）についても、実情に照らし適切に該当範囲に含め

ることが望まれる。

34

［原則9］通報

制度を構築す

べきである

（2） 通報制度の運用体制

は、弁護士、公認会計士、

学識経験者等の有識者を中

心に整備すること

【審査基準（1）について】

通報窓口として「インテグリティ相談窓口」を設け、ホームページで公表している。その中

で、外部の弁護士が相談を受けること、並びに当該弁護士は法律及び規則に基づき守秘義務を

負っていることを周知している。又、「インテグリティ相談窓口」とは別に、職員向けに「内

部通報窓口」を設け、協会内で周知している。「内部通報窓口」については、利用者にとって

利用できる選択肢を増やす観点から、通報先について、外部の弁護士、事業遂行責任者（総務

担当）、内部監査室⾧から選択できる形態を取っている。

【証憑書類（1）として】

「98.インテグリテイ相談窓口体制（相

談窓口開設のお知らせ）」

その関連資料として

「97.インテグリテイ相談窓口設置規

程」

（1）通報制度の運用体制を、弁護士、公認会計士、学

識経験者等の有識者を中心に整備している。

（1）通報制度の運用体制に関する書類 （1）弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で

構成される調査機関（原則4に定めるコンプライアンス委員会等）を設

け、調査の必要の有無、調査の必要がある場合には調査方法等につい

て決定し、同機関の構成員又は同機関において指定された者（当該事

案に何らかの形で関与したことがある者を除く）により速やかに調査

を実施することが望まれる。

（2）通報制度の運営において専門家のサポートが必要になると想定さ

れる場面や内容を事前に洗い出した上で、定期的にその適否について

検証することが望まれる。

（3）相談対応部門と処理判断部門のそれぞれに、適切に有識者を配置

することが望まれる。

（4）通報窓口その他通報制度の運営は、NFの経営陣から独立した中

立な立場の者が担当し、NFの経営陣が通報者を特定し得る情報や通報

内容等にアクセスできない体制を整備することが望まれる。

（1）通報窓口について、ウェブサイト、SNS等を通じ

て、恒常的にNF関係者等に周知している。

（2）通報窓口の担当者に相談内容に関する守秘義務を

課している。

（3）通報者を特定し得る情報や通報内容に関する情報

の取扱いについて一定の規定を設け、情報管理を徹底

している。

（4）通報窓口を利用したことを理由として、相談者に

対する不利益な取扱いを行うことを禁止している。

（5）研修等の実施を通じて、NF役職員に対して、通

報が正当な行為として評価されるものであるという意

識付けを徹底している。

（1）通報制度の運用に関する規程 （1）通報方法については、面会、書面、電話、電子メール、FAX、

ウェブサイト上の通報フォーム等、できるだけ利用しやすい複数の方

法を設ることが望まれる。

（2）通報対象には、暴力行為等の法令違反行為及び各種ハラスメント

のほか、定款を始めとする団体の内部規程に違反する行為及び違反行

為に至るおそれがある旨の事実を広く含めることが望まれる。

（3）これから行う行為が違反行為となるか否かに関する事前相談につ

いても通報窓口にて対応することが望まれる。

（4）通報窓口において通報を受領してから当該通報に係る事実の調査

を実施するまでのフロー、並びに調査対象にするか否かの客観的かつ

具体的な基準及び調査の方法等について、あらかじめ明確に定め、原

則としてこれらに従って運用することが望まれる。

（5）通報窓口の対応者に男女両方を配置し、通報者が希望すれば対応

者の性別を選べることが望まれる。

（6）NF固有の通報制度を設けることが困難である場合には、統括団

体の相談窓口やJSCの第三者相談・調査制度相談窓口の利用を促すこと

が考えられる。

【追加】（7）通報制度の構築に当たっては，スポーツにおける暴力・

ハラスメントその他の人権侵害防止のための組織づくり（スポーツに

おけるセーフガーディング）に関する専門的知見を有する者の助言を

受けて，制度を構築することも考えられる。
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［原則9］通報

制度を構築す

べきである

(1) 通報制度を設けること 【証憑書類（1）として】

「97.インテグリテイ相談窓口設置規

程」

「内部通報規則」

その関連資料として

「98.インテグリティ相談窓口体制（相

談窓口開設のお知らせ）」

【審査基準（1）について】

通報窓口として「インテグリティ相談窓口」を設け、ホームページで公表している。連絡先や

利用方法についてもホームページに掲載すると共に、支部協会、都道府県協会宛ての通達、全

国都道府県理事⾧会議、インテグリティ推進講習会、全職員研修、機関誌等様々な機会を通し

て、周知活動を継続的に実施している。参考URL：https://www.rugby-

japan.jp/support_center/

【補足（1）について】

利用者にとって利用できる選択肢を増やす観点から、職員向けとして「内部通報窓口」を設

け、協会内で周知している。協会内における法令等違反及び不正行為による不祥事の防止並び

に早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理並びに社会的信頼の確保を図ることを目指し

ている。内部通報に関わる運用の公正性を保べく「内部通報規則」を整備している。

【審査基準（2）について】

「インテグリティ相談窓口設置規程」を整備しており、同規程の中で、守秘義務を定めてい

る。（第5条）

【審査基準（3）について】

「インテグリティ相談窓口設置規程」を整備しており、同規程の中で、情報管理の徹底を定め

ている。（第4条）

【審査基準（4）について】

「インテグリティ相談窓口設置規程」を整備しており、同規程の中で、相談者に対する不利益

取り扱いの禁止を定めている。（第6条）

【審査基準（5）について】

役職員に対しては、研修等の実施を通して、通報が正当な行為として評価されるものであると

いう意識付けを徹底している。

【補足（5）について】

通報者が希望すれば対応者の性別を選べるよう、相談窓口には男女双方の相談員を配置してい

る。

【補足（7）について】

通報制度の構築に当たっては、スポーツにおける暴力・ハラスメントその他の人権侵害防止の

ための組織づくり（スポーツにおけるセーフガーディング）に関する専門的知見を有する者の

助言を受けている。
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評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）

36

［原則10］ 懲

罰制度を構築

すべきである

（2） 処分審査を行う者

は、中立性及び専門性を有

すること

【審査基準（1）について】

処分審査を行うため、規律委員会を設置している。規律委員会は諮問委員会に位置づけてお

り、審査内容等については、理事会への報告義務を有している。規律委員会は、弁護士、公認

会計士を中心とした外部有識者で構成されており、中立性及び専門性を有している。

【証憑書類（1）として】

「21.倫理及び処分規程」

【証憑書類（2）として】

「11.組織規程」

「69.規律委員会名簿」

「99.規律委員会処分審査パネル答申

書」

（1） 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有し

ている。

（1）処分に関する規程

（2）処分機関の体制に関する書類

（1）NF外部の中立的かつ専門的な第三者により、懲罰制度が当該規

程に従って適切に運用されているか否かの確認を定期的に受け、当該

第三者の助言指導を踏まえて定期的に運用を見直すことが望まれる。

（2）処分機関は最終処分権者ではなく、諮問委員会として設置するこ

とも考えられる。また、処分に関する規程は、懲罰制度に関する規程

等と統合されている場合も考えられる。

（1）懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の

内容及び処分に至るまでの手続を規程等によって定め

ている。

（2）懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の

内容及び処分に至るまでの手続を周知している。

（3）処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、

聴聞（意見聴取）の機会を設けることを規程等に定め

ている。

（4）処分結果は、処分対象者に対し、処分の内容、処

分対象行為、処分の理由、不服申立手続の可否、その

手続の期限等が記載された書面にて告知することを規

程等に定めている。

（1）処分に関する規程

（2）処分機関の体制に関する書類

（1）処分に関する規程は、懲罰制度に関する規程等と統合されている

場合も考えられる。

（2）処分内容の決定は、行為の態様、結果の重大性、経緯、過去の同

種事例における処分内容、情状等を踏まえて、平等かつ適正になされ

ることが望まれる。

（3）規程において、あらかじめ明確かつ具体的な処分基準を定め、処

分内容の決定に当たっては原則として当該基準に従うことが望まれ

る。

（4）調査機関の構成員又は同機関において指定した者（当該事案に何

らかの形で関与したことがある者を除く）による調査結果等を踏ま

え、有効かつ適切な証拠により認定された行為についてのみ、処分の

対象としていることが望まれる。

（5）NF関係者等に対し、処分対象行為の調査に対する協力義務及び

調査内容に関する守秘義務を課すことが望まれる。

（6）処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、処分対象行為を

可能な限り書面を交付することが望まれる。

（7）認定根拠となった証拠や処分の手続の経過についても、可能な範

囲で告知することが望まれる。

（8）弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で

構成される処分機関（倫理委員会等）を設け、同機関（当該事案に何

らかの形で関与したことがある者を除く）において、客観的かつ速や

かに、処分審査（処分対象行為該当性及び処分内容の決定）を行うこ

とが望まれる。

（9）処分審査が中立な者により行われることを担保するため、処分審

査を行う者について、当該処分に関するステークホルダーを除く等の

制度を設けることが望まれる。

35

［原則10］ 懲

罰制度を構築

すべきである

（1）懲罰制度における禁

止行為、処分対象者、処分

の内容及び処分に至るまで

の   手続を定め、周知する

こと

【証憑書類（1）として】

「21.倫理及び処分規程」

【証憑書類（2）として】

「11.組織規程」

その関連資料として

「69.規律委員会名簿」

「99.規律委員会処分審査パネル答申

書」

【審査基準（1）について】

懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続については、

「倫理及び処分規程」によって定めている。

【審査基準（2）について】

「倫理及び処分規程」の中で、懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容、及び処

分に至るまでの手続を定めている。同規程はホームページで公表し、広く周知を図っている。

【審査基準（3）について】

処分審査を行うにあたっては、規律委員会における検討を経た上で、処分対象者に対して聴聞

（意見聴取）の機会を設けることを定めている。（第20条）

【審査基準（4）について】

処分の内容、処分対象行為、処分の理由、不服申立手続の可否、その手続の期限等について

は、処分対象者に対して書面にて告知することを定めている。（第24条）

（1）NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人

日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用でき

るよう自動応諾条項を定めている。

（2）自動応諾条項の対象事項には、懲罰等の不利益処

分に対する不服申立に限らず、代表選手の選考を含む

NFのあらゆる決定を広く対象に含んでいる。

（3）申立期間について合理的ではない制限を設けてい

ない。

（1）処分規程

（2）自動応諾条項を定めている規程等

（1）日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁制度を利用することに加え

て，スポーツ紛争を迅速かつ適正に解決することができるよう，弁護

士等の有識者から支援を受けて，NF内において，以下の点に十分留意

して，適切な紛争解決制度を構築することも考えられる。

①制度の適用対象者，適用対象事案，利用方法，手続の流れ等を規程

において明確に定め，ウェブサイト等を通じて，恒常的にNF関係者等

に周知徹底すること

②NF外部の中立的かつ専門的な第三者により，紛争解決制度が当該規

程に従って適切に運用されているか否かの確認を定期的に受け，当該

第三者の助言指導を踏まえて定期的に運用を見直すこと

③弁護士等の有識者を含む，経営陣から独立した中立な立場の者で構

成される紛争解決機関（不服申立委員会等）を設け，同機関（当該事

案に何らかの形で関与したことがある者を除く。）において，客観的

にかつ速やかに，紛争解決手続を行うこと（同機関の構成員は，調査

機関又は処分機関の構成員と兼任しないこと）

④紛争解決手続が中立な者により行われることを担保するため，紛争

解決手続を行う者について，当該紛争に関するステークホルダーを除

くこと

⑤申立当事者からの意見聴取，証拠提出機会の確保，対立当事者から

の意見聴取及び証拠提出機会の確保を行うなど，両当事者に十分な手

続保障を与えるほか，紛争解決制度を利用したこと又は紛争解決手続

において意見表明等を行ったことによる不利益取扱いの禁止に関する

規定を設けること

⑥NF内における紛争解決制度とJSAAによるスポーツ仲裁は，申立人の

選択に応じてどちらも利用できるよう整備すること

37

［原則11］選

手、指導者等

との間の紛争

の迅速かつ適

正な解決に取

り組むべきで

ある

（1）NFにおける懲罰や紛

争について、公益財団法人

日本スポーツ仲裁機構によ

るスポーツ仲裁を利用でき

るよう自動応諾条項を定め

ること

【証憑書類（1）として】

「21.倫理及び処分規程」

【証憑書類（2）として】

「21.倫理及び処分規程」

その関連資料として

「100.オンザピッチの処分に関する規

程（参考：和訳）、他団体規程」

【審査基準（1）について】

「倫理及び処分規程」の中で、NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲

裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めている。（第26条）

【審査基準（2）について】

自動応諾条項の対象事項には、現時点においては倫理及び処分規程に基づく処分を対象として

いる（第26条）2025年度中に、代表選手の選考などに対して範囲を拡張していく予定である。

【2022年度適合性審査B評価】

【審査基準（3）について】

申立期間については、World Rugby（WR）の「オンザピッチの処分に関する規程」

（Regulation 17、72時間以内）や他団体の規程等を参考に、2か月と定めている。（第26条）

早期確定の要請（当協会は処分手続の終了後速やかに処分対象者の再教育プログラム等を実施

し同種事案の再発防止を図っているところ、仲裁の申立がなされた場合にはこれらの対応が中

断することとなる）と、処分対象者の不服申立ての機会の確保の要請（処分対象者に対する事

実調査や弁明の機会の付与を通じて、処分対象者は争点を容易に把握できるため、2か月あれ

ば仲裁申立の検討は十分になしうる）を比較衡量した結果、2か月という期間設定を行ってお

り、申立期間について合理的ではない制限を設けていない。

11



評価 要改善事項 コメント
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38

［原則11］選

手、指導者等

との間の紛争

の迅速かつ適

正な解決に取

り組むべきで

ある

（2）スポーツ仲裁の利用

が可能であることを処分対

象者に通知すること

【審査基準（1）について】

「倫理及び処分規程」の中で、処分対象者に対して、処分の決定に不服がある場合には、公益

財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して仲裁の申立てを行うことができる旨、及びその申立期

間を書面（処分通知書）で通知することを定めている。（第24条）

【証憑書類（1）として】

「21.倫理及び処分規程」

その関連資料として

「101.処分決定通知書」

（1）スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象

者に通知している。

（1）審査基準に対応する証憑書類 （1）処分機関が処分結果を通知する際に、処分対象者に対し、JSAA

によるスポーツ仲裁の活用が可能である旨とその方法、手続の期限等

が記載された書面を交付することが望まれる。

（1）危機管理体制を構築している。

（2）危機管理マニュアルを策定している。

（3）危機管理マニュアルに、不祥事対応の一連の流れ

を含んでいる。

（4）危機管理マニュアルに、不祥事対応として外部調

査委員会を設置する場合の一連の流れを含んでいる。

（1）危機管理マニュアル

（2）危機管理体制に関する書類

（1）危機管理体制の構築に当たっては、不祥事対応を機動的に行える

よう、コンプライアンス担当の理事に危機管理担当も兼務させるなど

の工夫を行い、組織横断的な活動を可能とする体制を構築することが

望まれる。

（2）危機管理マニュアルの策定に当たっては，競技の特性や各団体の

運営の特徴等を踏まえ，発生しやすい不祥事類型やリスクを特定し，

当該リスクの発現可能性の高低や発生した場合の影響等の評価を加

え，これに従ったリスクの制御方法や監視体制及びその見直しの在り

方についても規定することが望まれる。

（3）危機管理マニュアルが単なる書類として形骸化しないよう､マ

ニュアルに従ったリスク管理の実効性を定期的に検証したり､緊急の危

機管理体制を発動するための仮想訓練を定期的に実施したりするな

ど、平時からその存在を浸透させるための活動を運営業務に組み込む

ことが望まれる。

（4）「スポーツ界のコンプライアンス強化事業スポーツ界におけるコ

ンプライアンス強化ガイドライン（日本スポーツ仲裁機構）」の「モ

デル危機管理マニュアル」を参考に策定することが考えられる。
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［原則12］危

機管理及び不

祥事対応体制

を構築すべき

である

（1）有事のための危機管

理体制を事前に構築し、危

機管理マニュアルを策定す

ること

【証憑書類（1）として】

「危機管理規程」

「102.危機管理マニュアル」

その関連資料として

「103.イベントマニュアル」

「28.個人情報保護に関する基本方針」

【証憑書類（2）として】

「102.危機管理マニュアル」

【審査基準（1）について】

危機管理体制の構築にあたっては、危機状況の予防、防止及び日本協会の損失の最小化を図る

ことを目的に危機管理規程を整備している。その上で、不祥事対応を機動的に行えるよう、事

業遂行部門内に危機管理責任者を配置し、組織横断的な活動を可能とする体制を構築してい

る。

【審査基準（2）について】

有事の際の具体的な対応要領について、「危機管理マニュアル」を整備している。この中で、

危機管理責任者の設置、最高事業統括責任者（CEO）を中心とした危機管理体制の構築、管理

者に対する定期的な訓練実施を義務づけること等を定めている。「危機管理マニュアル」につ

いては、制定から4年を経過し、この間に対応した事例対応等を踏まえ、2025年度中に、安否

確認システムの導入、定期訓練・演習の実施等を盛り込んだ改定を計画している。危機管理マ

ニュアルとは別に、主に試合会場等におけるリスク（事件・事故・天災等）発生時の対応につ

いては、大会及び会場ごとにイベントマニュアルを整備している。

【審査基準（3）について】

不祥事を含むリスク事象が発生した際は、初期通報から30分以内に事業遂行責任者及び危機管

理責任者によるリスクレベル判定が実施され、さらに30分以内に専務理事に報告、リスクレベ

ルに応じた対応チームが立ち上がるフローとなっている。特に不祥事等、社会的影響の大きな

リスク事象に際しては、初動が極めて重要となることから、対応チームにおける具体的なアク

ションをSTEP1～3ごとに定めている。（第2章4.対応フロー）

【審査基準（4）について】

役職員による不祥事等、外部調査が必要となった事案が発生した場合には、第三者委員会を招

集すること、倫理及び処分規程に基づく運用が必要になった場合には規律委員会を開催し、調

査結果については理事会への報告を求めることを定めている。（第2章7）

（1）不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、

責任者の処分及び再発防止策の提言について検討する

ための調査体制を速やかに構築し、不祥事の根本的な

原因究明を含む不祥事対応を行い、必要に応じて、不

祥事の事実関係、処分内容、根本的な原因及び再発防

止策を公表している。

【追加】（2）不祥事対応が一度収束した後において

も，再発防止策の取組が適切に運用され，定着してい

るかを不断にモニタリングした上で，その改善状況を

定期的に公表している。

（1）不祥事発生時の対応報告書等

※審査書類提出時から過去4年以内に発生した

不祥事全ての対応報告書等を提出してくださ

い。

【追加】（2）再発防止策の実施状況が分かる

資料

【変更】（1）重大な不祥事の端緒を認識した場合には、最適な調査体

制を迅速に構成し､徹底した事実調査を実施した上で､外部専門家の知

見と経験も踏まえつつ、表層的な現象や因果関係の列挙にとどまらな

い、根本的な原因究明を行うことが望まれる。

（2）調査の結果、法令違反等の不祥事の発生が認められた場合には､

その原因となった責任者・監督者につき、NFが有する倫理規程や懲罰

規程等に従って､責任者を適切に処分することが望まれる。

（3）再発防止策の策定に当たっては、組織の変更や規程の改定等の表

面的な対応にとどめることなく、今後の日々の業務運営等に具体的か

つ継続的に反映させることが望まれる。

（4）発生した不祥事の事実関係，処分の内容，根本的な原因及び再発

防止策等を，その事案に応じて適時適切に公表することが望まれる。

（5）次にいずれかに該当するNFの事案を不祥事とする。

①法令に違反していると判断される事案

②当該団体が定める諸規程、当該団体が加盟する団体が定める加盟団

体規程等に違反していると判断される事案

③社会規範に著しく反していると判断される事案
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［原則12］危

機管理及び不

祥事対応体制

を構築すべき

である

（2）不祥事が発生した場

合は、事実調査、原因究

明、責任者の処分及び再発

防止策の提言について検討

するための調査体制を速や

かに構築すること

※審査書類提出時から過去

4年以内に不祥事が発生し

た場合のみ審査を実施

【証憑書類（1）として】

「104.リスク事案報告書」

その関連資料として

「21.倫理及び処分規程」

【審査基準（1）について】

不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について

検討するための調査体制を速やかに構築するため、「倫理及び処分規程」に調査体制・手続き

について定めている。なお、40項補足（5）に該当するNFの不祥事は、過去4年以内に発生し

ていない。

【審査基準（2）について】

補足（5）に該当するNFの不祥事は、過去4年以内に発生していない。
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評価 要改善事項 コメント
審査基準 必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑書類の提出が必要
補足

審査

項目
原則 審査項目 証憑書類

予備調査チーム記入欄
自己説明（2025年度）
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［原則12］危

機管理及び不

祥事対応体制

を構築すべき

である

（3）危機管理及び不祥事

対応として外部調査委員会

を設置する場合、当該調査

委員会は、独立性・中立

性・専門性を有する外部有

識者（弁護士、公認会計

士、学識経験者等）を中心

に構成すること

※審査書類提出時から過去

4年以内に外部調査委員会

を設置した場合のみ審査を

実施

【審査基準（1）について】

役員による不祥事等、外部調査が必要となった場合には、第三者委員会を設置することについ

て、危機管理マニュアルに定めている。（第2章）なお、40項補足（5）に該当するNFの不祥

事に伴って第三者委員会を設置した事例は過去4年以内に発生していない。

【証憑書類（1）として】

その関連資料として

「102.危機管理マニュアル」

（1）危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を

設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・

専門性を有する外部有識者（弁護士、公認会計士、学

識経験者等）を中心に構成している。

（1）外部調査委員会名簿

※外部調査委員会名簿には「関係役職名」を記

載してください。

※審査書類提出時から過去4年以内に設置した

外部調査委員会全ての名簿を提出してくださ

い。

（1）第三者を委員とする調査委員会を設置する場合には、当該委員の

選定プロセスについても十分に配慮し、委員がNFに対して独立性・中

立性・専門性を有する者であることについて、合理的な説明をする責

任を果たすことが望まれる。
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［原則13］地

方組織等に対

するガバナン

スの確保、コ

ンプライアン

スの強化等に

係る指導、助

言及び支援を

行うべきであ

る

（2）地方組織等の運営者

に対する情報提供や研修会

の実施等による支援を行う

こと

【審査基準（1）について】

地方組織等の組織運営及び業務執行について、適切な指導、助言及び支援を行うため、ガバナ

ンスハンドブックを作成、都道府県協会に配付すると共に、地方組織等の運営者に対する情報

提供機会として、運営に関わる研修会を開催し、日本協会内に常設の問い合わせ窓口を設置し

ている。また、全国都道府県協会理事⾧会議（年2回）において議事として取り上げると共

に、一般向けガバナンスコードの自己説明実施の依頼、都道府県協会の法人化に関する相談対

応等を行っている。

【証憑書類（1）として】

「108.研修会資料」

その関連資料として

「27.加盟団体規程」

「106.JRFUガバナンスハンドブック」

（1）地方組織等の運営者に対して、情報提供や研修会

の実施等による支援を行っている。

（1）直近に実施した情報提供や研修会に関す

る研修会資料、開催要項等

（実施計画を削除）

（1）NFが作成するコンプライアンス強化に係る研修資料や普及啓発

のためのパンフレット等の提供等を行うことが望まれる。

（2）地方組織等の代表等が集まる会議（例えば、社員総会や評議員会

等）の開催と合わせて、ガバナンスやコンプライアンスに関する研修

会を実施することが望まれる。

（3）地方組織の運営者に対する情報提供や研修会の内容として、例え

ば以下のような内容が考えられる。

①指導者及び選手へのコンプライアンス教育について

②懲罰制度について

③通報制度について

（4）地方組織等に対して、法律、会計等のサポートサービスを提供す

る形で支援することが望まれる。

（1）加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限

関係を明確にしている。

（2）地方組織等の組織運営及び業務執行について適切

な指導、助言及び支援を行うための方針等を定めてい

る。

（3）地方組織等の組織運営及び業務執行について適切

な指導、助言及び支援を行っている。

（1）地方組織との間の権限関係を定める規程

（2）地方組織との関係図

（3）直近に行った地方組織等の組織運営及び

業務執行についての指導、助言及び支援に関す

る資料等

（1）ガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に関する助言を行

うほか、地方組織等の組織運営や業務執行に問題があると考えられる

ときには積極的に指導し、自主的な改善が見込まれない場合には、規

程に基づき処分を行うなどの対応をすることが望まれる。

（2）地方組織等における組織体制について、女性役員の目標割合の設

定等を通じた積極的な任用、役員就任時の年齢制限等により新陳代謝

を図る仕組みの導入が進むよう、指導、助言及び支援を行うことが望

 まれる。

（3）地方組織等に対し法人格取得に向けた専門的な助言や財政面を含

めた支援を行うことが望まれる。42

［原則13］地

方組織等に対

するガバナン

スの確保、コ

ンプライアン

スの強化等に

係る指導、助

言及び支援を

行うべきであ

る

（1）加盟規程の整備等に

より地方組織等との間の権

限関係を明確にするととも

に、地方組織等の組織運営

及び業務執行について適切

な指導、助言及び支援を行

うこと

【証憑書類（1）として】

「27.加盟団体規程」

【証憑書類（2）として】

「105.JRFUインテグリティ体制」

【証憑書類（3）として】

「106.JRFUガバナンスハンドブック」

【審査基準（1）について】

地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行につ

いて適切な指導、助言及び支援を行うため、「加盟団体規程」を整備している。その中で、地

方協会の権限、届出義務を定めている。（第4条、第5条）

【審査基準（2）について】

地方組織等の組織運営及び業務執行について、適切な指導、助言及び支援を行うため、「加盟

団体規程」を整備している。この中で、加盟団体の使命（第3条）、権限（第4条）、加盟団体

に対する支援、助言、指示（第6条）を制定すると共に、具体的な要請事項等については「ガ

バナンスハンドブック」の中で定めている。

【審査基準（3）について】

地方組織等の組織運営及び業務執行について、適切な指導、助言及び支援を行うため、ガバナ

ンスハンドブックを作成、都道府県協会に配付すると共に、地方組織等の運営者に対する情報

提供機会として、運営に関わる研修会を開催し、日本協会内に常設の問い合わせ窓口を設置し

ている。また、全国都道府県協会理事⾧会議（年2回）において議事として取り上げると共

に、一般向けガバナンスコードの自己説明実施の依頼、都道府県協会の法人化に関する相談対

応等を行っている。
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